
平成２３年２月１５日

関東東北産業保安監督部

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づ

く液化石油ガス販売事業者及び保安機関に対する厳重注意

について

関東東北産業保安監督部は、液化石油ガス販売事業者及び保安機関である

株式会社三和商会（本社）に対して、液化石油ガス保安の確保及び取引の適

正化に関する法律に基づく立入検査を行い、さらに同社に対して、同法に基

づく報告を求めました。

その内容を確認した結果、法令に定める書面の交付が行われていないこと、

実施すべき保安業務のうち、一部を実施していないものがあることが判明し

たため、本日、同社に対して厳重に注意し、再発防止策の策定及びその報告

を求めることとしました。

１．事実関係

関東東北産業保安監督部は、平成２２年１１月９日、液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９

号、以下「液石法」という。）に基づく立入検査を行いました。さらに、

平成２２年１２月２１日、株式会社三和商会に対して液石法に基づく報

告を求めました。

その結果、同社の本社において液石法第１４条に定める書面の交付が

行われていないこと、液石法第２７条第１項に規定する保安業務のうち、

実施すべき保安業務の一部を実施していないものがあることを確認しま

した。

２．処分の概要

関東東北産業保安監督部は、同社に対し不備のあった以下の事項に

ついて関東東北産業保安監督部長より厳重注意文書の交付を行い改善

を求めました。

（１）法第２７条第１項第１号及び第２号の規定する定期供給設備点検

及び定期消費設備調査について、４年に１回以上行うべき点検の実

施が行われていないものが、多数の消費者宅において認められた。



（２）質量販売*において、法第１４条に定める書面の交付が行われて

いないことが認められた。

*) 販売先に設置したガスメーターにより計量した使用量（体積量）に応じて課金する

販売形態ではなく、容器に充てんした液化石油ガスの重量に応じて金額で売り切る

販売形態。

（３）法第２１条に定める業務主任者の代理者について、常勤でない者

を選任していたことが認められた。

３．今後の対応

関東東北産業保安監督部は、同社に対して再発防止を図るため、

法令遵守のための社内管理体制の整備を図り、役職員を含めた社内

での適切な保安教育の実施等再発防止策策定と今後１年間再発防止

の実施状況を四半期毎に報告することを求めることとしました。
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